
 

 

 

岸和田市 建築主 特定行政庁 

指定確認検査機関 

確認済証 

緑化率の最低限度に

関する審査 

関係各課協議 

事前協議１完了 

（覚書の締結） 

関係各課へ協議 

(代理人持ち回り協議) 

事前協議２完了 

(調査報告書交付) 

緑化施設工事に 

関する完了検査 

○地 区 計 画の 区 域 内  

における行為の届出

書の受理について 
○計画緑化率適合 

証明書 

〔施行規則 様式第４号〕 

 

緑化施設工事に 

関する完了検査 

施工緑化率適合 

証明書 

〔施行規則 様式第７号〕 

 

検査済証 

 

地区計画の適合に 

関する審査 

建築物及び工作物

に関する確認 

地 区 計 画 区 内 に 

おける行為の届出書 

【都市計画法 様式】※ 

〔施行規則 様式第２号〕 

(着工の 30 日前まで) 

工事完了 

施工緑化率適合  

証明書交付申請書 
〔施行規則 様式第６号〕 

着 工 

建築物及び工作物 

確認申請 

 計画緑化率適合 

証明書を添付 

 

事前協議２ 

提 出 

 

事前協議 1 

提 出 

建築物及び工作物工事

完了検査申請 

施工緑化率適合 

証明書の提出 

協議回答 

 

＊地区計画区域内に位

置し、行為の届出必

要。 

＊建築工事工程計画に

おいても、地区計画の

規制に基づく緑化施

設の整備に十分配慮

されたい。 

岸之浦地区地区計画・岸和田丘陵地区地区計画・山直東地区地区計画 

に関する手続フロー 

建築物及び緑化施設

の適切な管理 

建設指導課 

建設指導課 

水とみどり課 都市計画課 

都市計画課 

建築物及び工作物工事

に関する完了検査 

※都市計画法第 58 条の２第１項第１号から５号に該当する場合は、以下の様式による。 

・計画緑化率適合証明書交付申請書       ；施行規則 様式第１号 

 ・計画変更に係る計画緑化率適合証明書交付申請書；施行規則 様式第３号 


